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研究成果の概要（和文）：地域特性を考慮したフランスの都市計画・建築規制であるPLUと建築許可を対象に制
度の概要を把握するとともに、パリ市やストラスブール市などを事例対象都市として、ヒアリング調査等により
これらの運用実態を把握した。
その結果、原則として、PLUは現状に変化を与えない都市計画・建築規制が定められており、そうでない場合に
は上位計画に定められた計画に整合する規制内容となっていた。また、建築許可についても、市街地環境に影響
を与えるものについては、原則、PLU等においてコントロールが可能となっており、ルール化が難しい場合にお
いても審査官の裁量の範囲において規制できることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study grasps the outline of the system for PLU, which is a tool of city
 planning control / building regulation in France that takes local characteristics into 
consideration and for building permits, and understand these actual applications by interview 
surveys with Paris City and Strasbourg City etc. as the case cities. 
As a result, in general, PLU has established urban planning and building regulations that do not 
change the current situation, and if it is not, PLU has regulatory content that conforms to the plan
 defined in the upper-level plans. As for building permits, in principle, PLU, etc. can be used to 
control what affects the urban environment, and it is clear that even if it is difficult to make 
rules, it can be regulated within the discretion of the examiner.

研究分野： 都市計画
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研究成果の学術的意義や社会的意義
上記で述べた研究の成果より、フランスで実施している地域特性を踏まえた都市計画・建築規制の制度面および
運用面を把握できたとともに、建築許可制度の制度および実態についても把握することができた。このことで、
日本での地域特性を踏まえた都市計画・建築規制のコントロール手法の１つである地区計画、建築協定やまちづ
くり条例などのツールを用いて、市街地環境の制御・誘導のために実際の建築活動をコントロールする手法に対
して一定の示唆を与えることができたと考えられる。
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１．研究開始当初の背景 
近年、地域的な特性や地域住民の意思が尊重されない開発・建築行為によって、既成市

街地の市街地環境が侵害される事例が相次いでいる。しかしながら、現行制度では地域地
区等の用途・形態にかかわる基準に合致していれば自由に建築が可能であり、周囲に調和
しない、あるいは問題を生じさせる開発・建築行為の抑制は困難であり、敷地と周囲の状
況の関係性や当該地域の土地利用・市街地形態の状況に応じた開発・建築を誘導し促進す
るような制御の仕組みの確立が求められている。 
現行の法規制は全国一律であることから、地域の事情や課題に応じた対応をするために

は、まちづくり条例や指導要綱等を用いる必要がある。しかしながら、まちづくり条例は、
良好な市街地環境の形成に資するツールであるものの、自治体政府の条例制定権や法令解
釈権に限界があることや、条例によって位置づけられる計画が実際には策定されない、も
しくは、策定されても機能しない場合や、策定に時間がかかるといった課題も指摘されて
いる。 
一方、フランスでは、開発・建築行為は建築許可制度によって規制されている。建築許

可制度は、主に「都市計画ローカルプラン（PLU）」を根拠とし、基礎自治体等によって実
施されている。PLU は、都市計画法典の中で４つの地域（市街化地域、市街化予定地域、
農業地域、自然・保全地域）を定めることのみが規定され、市街化地域内のゾーニングは
基礎自治体自らが、地域の特性に応じた用途地域を設定し、その用途地域ごとに地域の事
情を勘案しながら、用途、最高高さ、建ぺい率、容積率、敷地規模、外観（外壁や屋根の
材料、色彩、形状など）等といった規制項目を定めることができる。さらに、外観におい
ては、敷地を超えた周辺との関係性についても定めることが可能である。 
また、建築許可の審査においては、PLU を主な基準としながら、農政部局、消防局や、

歴史保全区域の担当であるフランス建造物監視官（ABF）等の関係部局への意見聴取が義務
づけられ、それらを総合的に判断して許可する仕組みとなっている。このように、フラン
スの建築規制は、PLU により地域の実態を考慮した土地利用規制が行われ、それに基づい
て実施される建築許可制度を通して、地域特性に対応した市街地環境を制御・誘導する仕
組みになっていると考えられる。 
 
２．研究の目的 
以上のフランスの都市計画・建築規制は、全国一律ではなく、地域の特性に応じた規制

を行うことができ、また、建築許可においても、単なる基準の合致だけでなく審査官の裁
量の余地が残されており、原則自由な建築行為を最低限規制する日本の建築確認制度とは
大きく異なっている。そこで、本研究では、１）PLU の具体的内容（ゾーニングや規制項
目）の決定のプロセス・仕組みを把握することで、地域特性に対応した規制のあり方を明
らかにするとともに、２）建築許可の審査のプロセスや裁量の範囲を把握することで、審
査の実態を明らかにし、日本の建築規制にとって参考となるべき対応策を提案する。 
 
 
３．研究の方法 
（１）日本の建築確認制度の実態把握 
 地域の特性を踏まえた都市計画・建築規制制度が、実際の建築確認の際、どのように担
保され、実効性ある規制が行われているのか、先進事例である神戸市、尼崎市、世田谷区
を事例対象都市としてその運用実態を把握することで、日本の建築確認制度の課題を明ら
かにした。 
（２）フランスの PLU および建築許可制度の実態把握 
PLU および建築許可の制度面および運用面に関する調査として、法制度や文献等の分析、

および、国の担当者等へのヒアリングを介して、制度面の実態を把握したうえで、複数の
事例調査都市を選定した。 
次に、現地調査として、PLU の運用実態の把握と、建築許可のプロセスの把握のため、

計画策定主体であり、建築許可の権限をもつ広域連合組織（ここでは基礎自治体から構成
される広域行政組織）、および、当該基礎自治体が位置する国の地方部局等の策定に関与し
た団体や、建築許可において意見が求められる団体等にヒアリング調査を行った。 



 
４．研究成果 
 フランスの調査においては、制度面の把握として、近年の法改正などに関して、都市計画担

当省庁である環境連帯移行省の担当者や、PLU を研究しているフランス人研究者等へのヒアリ

ング調査を行うとともに、関連法令、文献および必要な行政資料の収集・分析を行った。これ

らを通して、事例対象都市として、パリ市、パリ郊外住宅都市に加え、複数の基礎自治体から

策定される都市計画ローカルプラン（PLUi）を策定している広域行政組織として、

Saint-Quentin-en-Yveline 都市圏共同体およびストラスブール大都市共同体（Eurometropole 

de Strasbourg）を選定した。各々の PLU 担当者および、建築許可担当者に対して、都市計画規

制および建築規制の運用実態についてヒアリング調査を実施し、関係書類を入手した。以上に

より、PLU については、①ゾーニングの方針、②各ゾーニングの規制の内容およびその決定方

法、③策定プロセス等の運用実態、および、建築許可については、①審査プロセス、②参照す

べき規則および意見聴取の対象、③裁量の範囲等の運用実態を整理し、地域特性に対応した市

街地環境を制御・誘導する仕組みを把握した 

日本においては、都市計画・建築規制が、建築確認の際どのように担保され実効性ある規制

が行われているのかを把握するため、特に仏の PLU と類似の規制である地区計画に着目し、神

戸市、尼崎市、世田谷区を事例として詳細調査を実施した。具体的には、地区計画の規制が建

築確認においてどのように担保され実効性ある規制が実現しているのか、各自治体の創意工夫

を明らかにした。 

 その結果、以下のことが明らかとなった。まず、PLU の策定方針としては主に２つの考え方

があり、１つに、主に住居系土地利用でみられるが、現状の市街地環境を維持することであり、

そのための都市計画・建築規制が定められていた。２つに、PLU の上位計画である SCOT におい

て、広域都市計画の観点から、大規模プロジェクトなど現状と異なる将来の都市像を定める場

合があるが、その場合には SCOT の中で定められた内容の市街地環境が担保される都市計画・建

築規制が PLU において定められている。その策定プロセスについては、住民の意見を考慮する

ことは当たり前であるが、広域行政組織や隣接する基礎自治体などにも必ず意見を求めること

になっており、さらに国は広域的観点から計画策定に介入する手段が法的に定められており、

周囲が把握することなく周囲に影響を与えるような土地利用は実現できない制度となっている

ことが把握された。また、建築許可については、現状に変化を与えるような建築許可について

は事前に事業者と行政が協議する体制が運用上なされており、PLU に整合していないわけでは

ない場合においても、市街地環境に影響を与えるような建築許可については、審査官の裁量に

よって建築許可を交付しない場合がみられるなど、総合的観点から建築許可がなされている実

態が把握できた。 
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